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○ 組織運営の方針４：電子政府実現に向けた行政の情報化の推進 

 

 

 

 １．「政策の目標」に関する基本的考え方 

「ＩＴ新改革戦略」、「電子政府推進計画」（平成18年８月31日各府省情報化統括責任者
（ＣＩＯ）連絡会議決定）等を踏まえ、行政分野への情報通信技術（ＩＴ）の活用とこれに併
せた業務の見直しによる国民の利便性の向上と行政運営の簡素化、効率化、高度化及び透明性
の向上を目指し、申請・届出等手続におけるオンライン利用促進や業務・システムの最適化等
の電子政府実現に向けた諸施策を着実に実施します。 

 

２．内閣の基本的な方針との関係 

経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006（平成18年７月７日閣議決定） 

経済財政改革の基本方針2007（平成19年６月19日閣議決定） 

ＩＴ新改革戦略（平成18年１月19日ＩＴ戦略本部決定） 

ＩＴ新改革戦略政策パッケージ（平成19年４月５日ＩＴ戦略本部決定） 

重点改革-2006（平成18年１月19日ＩＴ戦略本部決定） 

重点計画-2007（平成19年７月26日ＩＴ戦略本部決定） 

 

３．重点的に進める業績目標・施策 

該当なし 

 

４．平成19年度の事務運営の報告 

○ 施  策 組4-1：利用者視点に立ったオンラインの利用促進 

【平成19年度実施計画】 

利便性・サービス向上が実感できる電子行政を実現し、国に対する申請・届出等手続におけ
るオンライン利用率を平成22年度までに50％以上にする目標を達成するため、特に財務省にお
ける56のオンライン利用促進対象手続（年間申請件数10万件以上の手続）について、「オンラ
イン利用促進のための行動計画」に基づき、オンライン利用率の向上を図ります。 
法人企業統計等ネットワークシステムについては、引き続き、利用方法の周知など利用者利
便性向上に向けて取り組み、オンラインによる調査票回収率の向上を図ります。 

 

【事務運営の報告】 

財務省における利用促進対象手続について、利用促進行動計画に基づき、オンライ

ン利用率向上のための具体的施策を講じました。 

輸出入通関関係手続については、前年度までの高いオンライン利用率を引き続き維

持するとともに、申請画面の統一等により機能を向上させた次世代シングルウィンド

ウ（府省共通ポータル）を平成20年10月に稼働させるため関係省庁と協議を進めるな

ど、利用者の利便性の向上に努めました。 

国税関係手続については、所得税の電子申告における医療費の領収書、給与所得の

源泉徴収票等の第三者作成書類の添付省略、電子証明書を有する個人の電子申告に係

る所得税額の特別控除の創設、税務署に来署した納税者を対象に電子署名なしで電子
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申告を可能とする初回来署型電子申告の導入、電子申告研修会等の開催など行動計画

に盛り込んだ各種施策を着実に実施するとともに、積極的な広報・周知に努めた結果、

オンライン利用促進対象手続の利用件数は約106万件から約577万件となりました。 

こうした取組の結果、平成19年度における財務省全体のオンライン受付件数は、前年と

比べて約500万件の増加となりました。 

 

業績指標 組4-1：申請・届出等手続のオンライン受付件数     （単位：百万件） 

19年度  
平成15年度 16年度 17年度 18年度

目標値 実績値

オンライン受付件数 44(32) 47(35) 48(36) 54(42) 増加 47 

（出所）大臣官房文書課業務企画室調 

（注１）国税庁を含めた財務省全体の件数である。 

（注２）平成19年度から「オンライン化法第10条に基づくオンライン化状況等」の調査における集計方

法を変更したため、変更後の集計方法に基づき過年度分を再集計した結果を「（ ）」により表記

した。 

 

法人企業統計調査等ネットワークシステムについては、パンフレットによる広報に

加え、調査対象法人への直接訪問などによる説明を通じて利用方法の周知などを積極

的に行った結果、前年度に比べオンラインによる調査票回収率は向上しましたが、目

標値 22.0％に対しては 20.4％となりました。 

この原因としては、調査対象企業全体の７割以上を占める資本金６億円未満の法人

に対しては無作為抽出によるサンプル調査を実施しており、こうした資本金６億円未

満の法人にとっては数年に１度の調査となってしまうため、オンラインによって調査

票を提出する誘因に乏しいことが考えられます。 

このため、引き続き利用方法の周知などに取り組み、特に毎年連続して調査対象と

なる大企業を中心に利用促進に努めるとともに、使い勝手の一層の改善を図ることに

より、今後もオンラインによる調査票回収率の向上（20 年度目標 25％）に努めます。 

 

業績指標 組4-2：法人企業統計調査等ネットワークシステム調査票回収率 

（単位：％） 

19年度  
平成15年度 16年度 17年度 18年度

目標値 実績値

調査票回収率 6.9 8.8 16.7 18.8 22.0 20.4 

（出所）財務総合政策研究所調査統計部調 

（注） 調査票のオンラインによる回収率である。 

 

電子入札システムについては、引き続き財務省ホームページ等で広く利用方法の周

知を行うとともに、平成17年３月に地方支分部局等への利用拡大を行い、電子入札の

実施件数を向上させました。 
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参考指標 組4-1：電子入札の実施件数                      （単位：件） 

 平成15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 

電子入札の実施件数 11 302 2,582 3,862 4,166 

（出所）大臣官房会計課調 

（注） 国税庁を含めた財務省全体の件数である。 
 

○ 施  策 組4-2：府省共通業務・システムの最適化計画等の実施 

【平成19年度実施計画】 

財務省が担当する府省共通業務・システム最適化計画に基づき、内閣官房電子政府推進管理
室及び関係府省と十分な連携を図りつつ、業務処理時間や経費の削減などの効果の実現を図り
ます。 
① 予算・決算業務（成果重視事業） 

システムのオープン化に向けた設計・開発を進めるとともに、業務の見直しを行い予算
編成支援システムの一部を廃止します。 
なお、「予算編成支援システム」最適化計画実施事業及び「官庁会計システム（注）」最

適化計画実施事業については、「成果重視事業」として、平成19年度にそれぞれ2.4億円及
び95億円の予算を措置しています。 
（注）現行官庁会計事務データ通信システム（ＡＤＡＭＳ）の後継システム。 

② 共済業務 
共済組合における資格管理、短期給付、財務会計等の事務処理を合理化するとともに、
これらの事務処理を一体的に処理する標準的システムの導入を図ります。 

③ 国有財産関係業務（官庁営繕業務を除く。） 
事務処理の合理化や組織横断的な情報の共有化に向けたシステムの設計・開発を進めま
す。 

④ 輸出入及び港湾・空港手続関係業務 
次世代シングルウィンドウ（注）の実現に向け、システムの設計・開発を進めます。
（施策 5-3-5 Ｐ104参照） 
（注）シングルウィンドウとは、関係する複数のシステムを相互に接続・連携することに
より、１回の入力・送信で複数の類似手続を同時に行うことを可能にするもの。 

⑤ その他 
内部管理業務・システムの最適化や会計事務の更なる効率化に向けた現行官庁会計事務
データ通信システム（ＡＤＡＭＳ）の導入官署の拡充などを進めます。 

 

（参考） 財務省が担当する府省共通業務・システム最適化計画実施の工程 

業務・システム最適化計画 要件定義 設計・開発 運用・保守 

予算・決算業務 ― 平成18～23年度 平成19年度～

共済業務 ― ― 平成19年度～

国有財産関係業務（官庁営繕業務を除く。） ― 平成19～21年度 平成21年度～

輸出入及び港湾・空港手続関係業務 平成19年度 平成19～20年度 平成20年度～

（注）複数のシステムを対象とする最適化計画においては、システム毎に各工程の開始又は終了時期が異

なることにより、工程の時期が重複することがある。 

 

【事務運営の報告】 

① 予算・決算業務（成果重視事業） 

予算編成支援システムについては、平成19年７月に第一次オープン化開発（三段

表作成システムのオープン化開発等）を完了しました。また、平成19年４月から第

二次オープン化開発（光熱水料・燃料費管理システム、計数管理システムのオープ

ン化開発）に着手し、このうち、光熱水料・燃料費管理システムは平成19年８月に



 

 

 
平成 19年度実績評価書 

三段表作成システムへの機能統合を完了し、計数管理システムについては、同年度

末に設計、結合・総合テスト工程を完了するとともに、業務の見直しを行った結果、

予算額推計システムなど５システムを廃止しました。 

なお、「成果重視事業」のうち「予算編成支援システム最適化計画実施事業」に

係る評価については、別途506ページで行っています。（平成19年度に事業効果が

発現しないランニングコスト削減額については、事業効果が発現する平成24年度に

評価を行う予定です。） 

官庁会計システムについては、平成19年12月に製造工程を完了し、平成20年１月

から試験工程に着手しました。 

また、「成果重視事業」である「官庁会計システム最適化計画実施事業」に係る

評価については、平成19年度においては事業効果が発現しないため、事業効果が発

現する平成22年度にランニングコスト削減額の評価を行う予定です。 

 

（新）業績指標 組4-3：予算編成支援システム最適化実施事業による年間ランニングコスト削

減額       （単位：百万円） 

 平成 24 年度目標値 

年間ランニングコスト削減額 560 

（出所）主計局総務課主計事務管理室調 

（注） 平成24年度削減目標額は、最適化効果指標・サービス指標一覧（予算・決算業務）（平成18年６

月30日各府省情報化統括責任者(ＣＩＯ)連絡会議決定）に示した最適化実施前の経費（2,172百万

円）からの削減額であり、試算値である。 

 

（新）業績指標 組4-4：予算編成支援システム運用に係る業務処理時間の削減 
（単位：時間） 

平成 19 年度 
 

目標値 実績値 

年間延べ削減業務処理時間 44,560 40,456

（出所）主計局総務課主計事務管理室調 

（注） 平成 19 年度削減目標時間は、最適化効果指標・サービス指標一覧（予算・決算業務）（平成 18

年６月 30 日各府省情報化統括責任者(ＣＩＯ)連絡会議決定）に示した最適化実施前の業務処理時

間（58,304 時間）からの削減時間であり、試算値である。 

 

（新）業績指標 組4-5：官庁会計システム最適化実施事業による年間ランニングコスト削減額 

（単位：百万円） 

 平成 22 年度目標値 

年間ランニングコスト削減額 1,942 

（出所）会計センター調 

（注） 平成 22 年度削減目標額は、最適化効果指標・サービス指標一覧（予算・決算業務）（平成 18 年

６月 30 日各府省情報化統括責任者(ＣＩＯ)連絡会議決定）に示した最適化実施前の経費（7,483 百

万円）からの削減額であり、試算値である。 
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② 共済業務 

共済組合の事務処理を一体的に処理する標準的なシステム(共済組合事務システ

ム)の開発を平成18年度末までに終了し、平成19年度からファーストユーザーとし

て、総務省共済組合にて本番稼動を開始しています。 

 

③ 国有財産関係業務（官庁営繕業務を除く） 

国有財産総合情報管理システムの設計・開発事業者について、一般競争入札を実

施し決定しました。 

また、システムの中核となる国有財産データベースサブシステムについて、関係

府省庁と調整しつつ、事務処理の合理化や組織横断的な情報の共有化に向けたシス

テムの基本設計及び詳細設計を行いました。 

 

④ 輸出入及び港湾・空港手続関係業務 

輸出入及び港湾・空港手続については、平成17年12月28日に決定された、輸出入

及び港湾・空港手続関係業務の業務システム最適化計画に基づき、平成20年10月に

次世代シングルウィンドウ（府省共通ポータル）を稼動させるため、関係省庁と協

議を進めました。また、ＮＡＣＣＳと港湾ＥＤＩを統合し、関係省庁の輸出入等関

連情報処理システムについても一体的な運営を行い、輸出入・港湾関連情報処理セ

ンター株式会社を平成20年10月１日に設立するために、｢電子情報処理組織による

税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案｣を平成20年２月１日に第

169回国会（常会）に提出しました。 

 

⑤ その他 

会計事務の更なる効率化を図るため、官庁会計事務データ通信システム（ＡＤＡ

ＭＳ）の導入官署を1,720件に拡充しました。 

 

業績指標 組4-6：官庁会計事務データ通信システム（ＡＤＡＭＳ）導入官署数 

（単位：件） 

19年度  
平成15年度 16年度 17年度 18年度

目標値 実績値

導入官署数 1,312 1,565 1,661 1,710 1,720 1,720 

（出所）会計センター調 

 

○ 施  策 組4-3：個別府省業務・システムの最適化計画の実施 

【平成19年度実施計画】 

個別府省業務・システム最適化計画に基づき、業務処理時間や経費の削減などの効果の実現
を図ります。 
① 税関業務 

システムのオープン化や統廃合に向けた設計・開発を進めます。（施策 5-3-5 Ｐ104参
照） 

② 財政融資資金関連業務 
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システムのオープン化や統廃合に向けた設計・開発を進めます。 
③ 共同利用電算機 

機能の拡張性の高いシステムの再構築に向けた設計・開発を進めます。 
④ 国税関係業務 

事務処理の簡素化・効率化、納税者の利便性向上、システムの高度化及び一層のオープ
ン化に向けた設計・開発を進めます。 

⑤ 財務省ネットワーク 
ＷＡＮ及びＬＡＮの統合のための設計・開発に向けた準備を進めます。 

 

（参考 個別府省業務・システム最適化計画の工程） 

業務・システム 要件定義 設計・開発 運用・保守 

税関業務 平成19～20年度 平成19～22年度 平成20年度～ 

財政融資資金関連業務 ― 平成17～21年度 平成18年度～ 

共同利用電算機 ― 平成19～20年度 平成21年度～ 

国税関係業務 ― 平成16～21年度 平成16年度～ 

財務省ネットワーク 平成19年度 平成20～22年度 平成20年度～ 

（注）複数のシステムを対象とする最適化計画においては、システム毎に各工程の開始又は終了時期が異

なることにより、工程の時期が重複することがある。 

 

【事務運営の報告】 

① 税関業務 

ＮＡＣＣＳ等の税関システムの管理体制を充実することにより、安定稼働に努め

るとともに、平成18年３月に決定・公表された「税関業務（輸出入及び港湾・空港

手続関係業務）の業務・システム最適化計画」に基づき、次期システムの平成20年

10月の稼動に向けて開発を進めました。 

 

② 財政融資資金関連業務 

レガシーシステムのオープン化及びシステム統廃合による構成の最適化等に係る

システムの開発業者及び工程管理支援業者を、３か年の国庫債務負担行為を活用の

上で、平成19年４月に一般競争入札により調達しました。 

また、平成20年12月からの運用開始に向けたレガシーシステムのオープン化等シ

ステムの最適化に係る設計・開発（プログラム設計～システム内結合テスト）作業

を実施しました。 

 

③ 共同利用電算機 

給与計算業務関係システムを現行共同利用電算機システムから分離する時期が予

定より遅れることとなったことを受け、調達仕様書を見直し、設計・開発業者を早

期に調達できるよう努めています。 

 

④ 国税関係業務 

e-Taxの機能・運用の改善などのＩＴ活用による納税者利便性の向上やe-Taxのリ

プレースによるシステムの安定性・信頼性の確保を図るとともに、システムの効率
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化等の観点から、ＫＳＫシステムの段階的なオープンシステム化の推進などに取り

組みました。 

 

⑤ 財務省ネットワーク 

本省内ＬＡＮの統合に向け、設計・構築事業者の調達を行うため、調達仕様書、

提案依頼書及び評価基準を作成しました。 

 

○ 施  策 組4-4：情報システムの調達手続に係る透明性・公平性の確保 

【平成 19年度実施計画】 

「情報システムに係る政府調達の基本方針」（平成 19 年３月１日各府省情報化統括責任者
（ＣＩＯ）連絡会議決定）に基づき、情報サービス市場における自由で公正な競争を促し、調
達手続のより一層の透明性・公平性を図ります。 

 

【事務運営の報告】 

ＣＩＯ補佐官の支援・助言の下、「情報システムに係る政府調達の基本指針」（平

成 19 年３月１日各府省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議決定）に基づき、調達

手続のより一層の透明性・公平性の確保を図りました。 

（注） ＣＩＯ補佐官は、業務分析手法、情報システム技術及び情報セキュリティに関する専

門的な知識・経験を有し、各府省のＣＩＯ（Chief Information Officer、財務省にお

いては官房長)に対して、独立性・中立性を有する立場から支援・助言を行う外部専門

家。 

 

○ 施  策 組4-5：情報セキュリティ対策の充実・強化 

【平成19年度実施計画】 

情報セキュリティ対策を徹底するため、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基
準（2005年12月版（全体版初版））」を踏まえた「情報セキュリティ対策基準」（平成13年１
月情報セキュリティ委員会決定）に基づき、監査の実施及び職員の情報セキュリティに対する
意識の向上を目的とした研修の実施など必要な措置を講じます。 

 

【事務運営の報告】 

「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準（第２版）」（平成19年６月

14日情報セキュリティ政策会議決定）を踏まえ、財務省においても平成19年11月に

「情報セキュリティ対策基準」（平成13年１月６日情報セキュリティ委員会決定、平

成18年４月３日全面改正）を一部改定しました。同基準に基づき、情報セキュリティ

研修や情報セキュリティに関する自己点検、外部監査をはじめとする監査等を実施し

ました。 

 

（新）参考指標 組4-2：情報セキュリティ研修の実施状況        （単位：人数） 

 平成 18 年度 19 年度 

参加者数（延べ人数） 1,424 1,566 

（出所）大臣官房文書課情報管理室調 

 



 

 

 
平成 19年度実績評価書 

５．平成18年度政策評価結果の組織運営への反映状況 

利便性・サービス向上が実感できる電子政府の実現に向け、平成18年３月に策定した

オンライン利用促進行動計画に基づき、オンライン利用率向上のための具体的施策を講

じるとともに、平成18年３月までに策定した業務・システム最適化計画を各担当部局に

おいて着実に推進し、改定の必要性が生じた業務・システム最適化計画については適時

適切に改定を行いました。 

府省全体管理組織（ＰＭＯ）においては、最適化計画の実施に係る進捗管理や評価を

行うとともに、情報システムに係る概算要求を行う情報システム部門に対して事前ヒア

リングを行い、全省的な観点から要求事項の重複排除及び整合性の確保を図りつつ、要

求の緊要度や問題点の有無などを検討しました。また、調達を行う情報システム部門に

対する事前ヒアリングでは、調達の透明性及び効率性に関する問題点の有無を検討する

など、電子政府に係る施策を適切に推進しました。 

その際、内閣官房電子政府推進管理室（ＧＰＭＯ）や総務省など関係府省との連携を

図るとともに、「ＩＴ新改革戦略評価専門調査会」の分科会である「電子政府評価委員

会」への積極的な情報提供などを行いました。 

情報セキュリティ対策については、「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一

基準（第２版）」（平成19年６月14日情報セキュリティ政策会議決定）を踏まえ、財務

省においても平成19年11月に「情報セキュリティ対策基準」（平成13年１月６日情報セ

キュリティ委員会決定）を一部改定するとともに、情報セキュリティ研修を実施し、職

員の情報セキュリティに対する意識の向上に努めました。また、セキュリティ水準の維

持・向上のため、自己点検及び監査等を実施しました。 

 

６．目標を巡る外部要因等の動向 

政府は、平成13年１月、ＩＴ基盤の整備・利活用を推進するため、「高度情報通信ネ

ットワーク社会推進戦略本部」（以下「ＩＴ戦略本部」という。）を設置しました。Ｉ

Ｔ戦略本部においては、我が国が世界最先端のＩＴ（情報通信技術）国家になることを

目標として、政府一丸となって必要な施策を迅速かつ重点的に推進するため、e-Japan

戦略及びe-Japan重点計画を策定してきました。さらに、平成18年１月には平成22年ま

でのＩＴの基本的政策を定めた「ＩＴ新改革戦略」、平成19年４月には「ＩＴ新改革戦

略」の加速に向けた「ＩＴ新改革戦略 政策パッケージ」をそれぞれ策定しました。電

子政府の推進は、これらの中で重点政策分野の一つに位置付けられています。 

また、ＩＴ戦略本部の下に設置されている「各府省情報統括責任者（ＣＩＯ）連絡会

議」においては、電子政府に係る施策をＰＤＣＡサイクルの確立により着実に実施し、

成果を確実なものとするため、平成22年度までに達成すべき目標等を示した「電子政府

推進計画」を平成18年８月（平成19年８月一部改定）に策定しました。 
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［ＩＴ戦略本部における決定］ 

平成13年１月22日 

平成13年１月29日 

平成13年６月26日 

平成13年11月７日 

 

平成13年12月６日 

平成14年６月18日 

平成15年７月２日 

平成15年８月８日 

平成16年２月６日 

平成16年６月15日 

平成17年２月24日 

平成18年１月19日 

平成18年７月26日 

平成19年４月５日 

平成19年７月26日 

「e-Japan戦略」決定 

「e-Japan重点計画」決定 

「e-Japan2002プログラム」決定 

「e-Japan重点計画、e-Japan2002プログラムの加速・前倒し」 

～ＩＴ関連構造改革工程表（最終取りまとめ）～ 

「ＩＴ分野の規制改革の方向性」（ＩＴ関連規制改革専門調査会報告）

「e-Japan重点計画-2002」 

「e-Japan戦略Ⅱ」 

「e-Japan重点計画-2003」 

「e-Japan戦略Ⅱ加速化パッケージ」 

「e-Japan重点計画-2004」 

「ＩＴ政策パッケージ-2005」 

「ＩＴ新改革戦略」 

「重点計画-2006」 

「ＩＴ新改革戦略 政策パッケージ」 

「重点計画-2007」 

 

７．今後の組織運営に反映すべき事項 

（１）今後の方針 

組織運営の方針４ 電子政府実現に向けた行政の情報化の推進 

引き続き推進    見直し    廃止 

 

施  策 組4-1 利用者視点に立ったオンラインの利用促進 

引き続き推進    見直し    廃止 

施  策 組4-2 府省共通業務・システムの最適化計画等の実施 

引き続き推進    見直し    廃止 

施  策 組4-3 個別府省業務・システムの最適化計画の実施 

引き続き推進    見直し    廃止 

施  策 組4-4 情報システムの調達手続に係る透明性・公平性の確保 

引き続き推進    見直し    廃止 

施  策 組4-5 情報セキュリティ対策の充実・強化 

引き続き推進    見直し    廃止 

 

（２）企画立案に向けた提言 

利用促進行動計画に基づき、オンライン利用率向上のための具体的施策を引き続き

実施していきます。 

財務省が担当する業務・システム最適化計画の実施に当たっては、「業務・システ
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ム最適化指針（ガイドライン）」（平成18年３月31日各府省情報化統括責任者（ＣＩ

Ｏ）連絡会議決定）に基づき、より一層適切な進捗管理・評価を行います。 

情報システムの整備に当たっては、「情報システムに係る政府調達の基本指針」

（平成19年３月１日各府省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議決定）に基づき、そ

の調達の公平性・透明性の確保に努めます。 

情報セキュリティ対策については、内閣官房情報セキュリティセンターと連携しつ

つ、ＩＴの技術や環境を踏まえ、必要に応じて情報セキュリティ対策基準を見直すと

ともに、セキュリティ水準の維持・向上のため、引き続き情報セキュリティ研修の実

施、自己点検及び監査等をＰＤＣＡサイクルの中で着実に実施します。 

 

 


